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入札条件（物品・業務委託）【消費税率１０％適用】 

１ 競争入札参加心得等 

入札参加者は、山口市競争入札参加者心得（以下「参加者心得」という。）、

入札公告等（入札公告並びに指名競争入札における指名通知及び入札説明書をい

う。以下同じ。）及び設計図書類等（仕様書、この入札条件その他の入札公告等

に添付する書類をいう。以下同じ。）を十分に理解し、信義誠実の原則を守らな

ければならない。 

郵便入札においては、山口市郵便入札に関する要領及び「郵便入札における留

意事項のお知らせ」についても同様に十分に理解をすること。 

一般競争入札（条件付一般競争入札を含む。以下同じ。）の場合においては次

に掲げる事項その他の入札公告に定める入札に参加できる者の資格要件に該当し

ていることを確認の上で入札に参加しなければならず、また、指名競争入札にお

いて次に掲げる事項を満たさない者は入札を辞退しなければならない。  

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でな

いこと。 

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再

生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者

(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。 )でないこ

と。 

(3) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（用語の

定義等は、次に定めるほか、その詳細については別に山口市公式ウェブサイト

に掲載する「資本関係・人的関係に関する取扱基準」のとおり）。 

ア 「資本関係」とは、会社法に規定する子会社等と親会社等の関係又は親会

社等を同じくする子会社等同士の関係をいう。 

イ 「人的関係」とは、一方の会社等の役員等（取締役、執行役、業務執行社

員、組合理事、管財人等をいい、社外取締役、会計参与、監査役、執行役員

等を除く。以下同じ。）が他方の会社等の役員等を現に兼ねている場合の２

者の関係をいう。 

 

２ 制度要綱・要領及び申請様式 

参加者心得、この入札に関連する制度要綱・要領及び提出書類の様式について

は、山口市公式ウェブサイトに掲載するので、入札参加者は、必要な書類を適宜

ダウンロードして閲覧又は使用をすること。 

ただし、個別の入札における入札公告等又は設計図書類等において提出書類の

様式を指定した場合は、その指定した様式を使用すること。  

 

３ 設計図書類等の閲覧又は配布 

(1) 閲覧場所及び日時 

入札公告等に定めるところによる。 

(2) 一般競争入札において山口市公式ウェブサイトに掲載した設計図書類等を閲

覧する際に必要なパスワードを設定している場合は、次のとおりとする。 

ア パスワードを取得したいときは、入札公告に定める入札執行課に提出する

こと。 

イ 照会できる者は、「入札に参加できる者の資格要件」に示す「登録営業種

目」に係る入札参加資格を有する者とする。 

ウ  提出方法は、電子メール又は持参とする。電子メールにより照会する場合

は、入札の公告を掲載している山口市公式ウェブサイトの問い合わせフォー

ムに必要事項を入力の上、送信することとし、持参により照会する場合は、

パスワード照会・回答書（参加者心得様式第１号）を提出すること。回答

は、遅くとも照会の受理日から起算して２日以内（土日祝日等の閉庁日を除

く。）には行うので、期間経過後も回答がない場合は入札執行課に電話等で

問い合わせること。 

エ  照会期限は、入札日（郵便入札にあっては、入札書到着期限）の前日（閉

庁日（下記※）を除く。）午後４時までとする。なお、入札公告に別に定め

た場合は、その定めによる。 

（※）閉庁日とは、山口市の休日に関する条例（平成１７年山口市条例第９号）に

規定する休日をいう。以下同じ。 

４ 入札の参加申請（指名競争入札の場合は、対象外） 
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入札公告において、入札参加資格確認申請書（参加者心得様式第３号）の提出

が必要とした場合は、次のとおりとする。 

(1) 提出方法及び期限は、入札公告に定めるところによる。 

(2) 提出書類の訂正等 

既に提出した申請書及び添付書類の訂正は、提出期限内に限り認める。ま

た、入札執行課から補正の指示があった場合は、示された期限までに補正をし

なければ、申請を取り下げたものとみなす。なお、受理した申請書及び添付書

類は、返却しない。 

(3) 費用負担 

申請書及び添付書類の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。  

(4) 参加資格の確認 

申請書又は添付書類に不備があり、参加資格の有無が判定できない場合は、

参加資格を認めないものとする。 

 

５ 入札参加の辞退 

次のとおりとするほか、参加者心得第７条（入札の辞退）に定めるところによ

る。 

(1) 辞退の自由 

上記４の入札の参加申請（入札に先立つ事前申請に限る。）をした者又は指

名通知を受けた者で、この入札に参加することを希望しない者は、提出期限ま

では、いかなる場合でも辞退することができ、これを理由として以後の入札等

について不利益を受けるものではない。 

(2) 入札書提出後の辞退 

入札者は、上記(1)の規定にかかわらず、入札書を提出した後は、提出した入

札書を撤回して辞退することはできない。ただし、郵便入札による場合に限

り、入札公告等で指定した開札日時までに入札辞退届を入札執行者に直接持参

して提出することにより辞退することができる。 

(3) 辞退の方法 

参加者心得第７条に定めるところによる。ただし、上記(2)ただし書の場合に

おいては、この限りでない。 

 

６ 入札の中止等 

入札参加者がいない入札は中止とするほか、参加者心得第１３条（入札の中止

等）に定めるところによる。 

 

７ 入札の執行 

(1) 入札書に記載する金額 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とするの

で、入札者は、見積った契約希望金額（消費税相当額を含んだ金額）を入札書

に記載すること。 

(2) 入札書の提出方法 

入札書は、山口市が指定した様式によるものとし、郵便入札及び電子入札に

よる場合を除いては、郵便又は電信による入札は認めない。  

(3) 入札書の書換え等 

入札書を提出した後は、いかなる場合も書換え、引換え又は撤回をすること

はできない。ただし、上記５(2)ただし書の場合においては、この限りでない。 

(4) 代理人入札 

入札に関する行為を代理人に行わせようとするときは、委任状を提出しなけ

ればならない。 

(5) １者入札 

ア 一般競争入札においては、入札者が１者の場合でも入札を執行する。ただ

し、再度入札において入札者が１者になった場合は、入札を中止する。  

イ 指名競争入札においては、辞退等により入札者が１者となった場合は、入

札を中止する。 

(6) 会場入札における心得 

参加者心得に定めるもののほか、次のとおりとする。 

ア 入札開始５分前には、会場に到着するように心掛けること。  

イ  入札執行当日、事故等のため時間内に到着できないおそれが生じたとき
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は、直ちに連絡し、指示に従うこと。 

 

８ 再度入札 

(1) 参加者心得第１７条（再度入札）及び第１８条（再度入札への参加制限）に

定めるところによる。なお、初回の入札と再度入札を合わせた回数は、３回ま

でとする。 

(2) 会場入札においては、入札者は、再度入札を想定して最低３枚の入札書を用

意しておくこと。 

 

９ 無効入札 

(1) 参加者心得第１１条（無効とする入札）によるものとする。 

(2) 指名競争入札においては、上記「１競争入札参加心得等」の (1)～(3)に掲げ

る事項を満たさない者がした入札は、無効とする。 

 

１０ 内訳書 

入札公告等において内訳書の提出が必要とされている場合は、参加者心得第９

条（入札書等の提出）に定めるところによる。 

 

１１ 落札者決定の方法 

(1) 落札者の決定 

予定価格の制限の範囲内で最低の金額をもって有効な入札をした者を落札者

とする。 

(2) 落札者としない者 

次に掲げる者は、落札者としない。 

ア 上記９により無効とした入札をした者 

イ 参加者心得第１６条第１項に定めるところにより、落札者としないことと

する者 

ウ 山口県警察からの情報提供等により、暴力団等と関係を有する者であるこ

とが判明した者 

エ その他公正な取引の秩序を乱すおそれがあるとして、契約することが著し

く不適当と市長が認める者 

(3) くじによる決定 

同額入札があったためくじを行う場合は、参加者心得第１９条（落札者とな

るべき同額の入札をした者が２者以上ある場合の落札者の決定）に定めるとこ

ろによる。 

 

１２ 契約の締結等 

(1) 落札者決定後、契約締結までの間に、落札者が入札に参加できる者の資格要

件を満たさなくなったときは、当該落札者とは契約を締結しない。 

 (2) 入札公告等において電子契約の方法によることができると定めた場合にあっ

ては、電子契約を希望する落札者は、山口市公式ウェブサイトに掲載する「電

子契約の利用申出」の案内に従い、「電子契約利用申出書」を提出しなければ

ならない。 

 

 

 

 


